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①調査事案の概要

【事案の概要】
生活保護は居宅保護が原則であるが、これによっては保護の目的を達しがたい時には保護施設に入居させ、精神疾患や身体・知的障害のある者、アルコールや薬物などの依存症の

ある者、ドメスティックバイオレンス（DV）や虐待被害を受けた者、ホームレスや矯正施設退所者など、様々な生活課題を抱える者を、福祉事務所からの措置委託という形で受け入
れ支援を行っている。

生活困窮者自立支援及び生活保護部会 報告書（平成29年12月25日）によると、
「最後のセーフティネットとしての保護施設の性格上、入退所は措置権者である福祉事務所の判断で決定を行う仕組みとなっているものの、入所者の援助方針について、福祉事務所
と保護施設との間で共有されていない場合があるなど、両者の連携に課題がある。」とされている。

救護施設に入所している被保護者が円滑に居宅生活に移行できるようにするため、これまで居宅生活訓練事業によって、施設における居宅生活に向けた生活訓練や訓練用住居によ
り居宅生活に近い環境で実体験的に生活訓練を行い、居宅生活への移行を支援してきたが、令和２年度より安定した居宅生活に向けて総合的な支援体制を構築する事業を新たに創設
している。（居宅生活移行総合支援事業）
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調査事案名 （20）保護施設事務費負担金
調査対象
予 算 額

令和元年度：29,721百万円
（参考 令和２年度：30,142百万円）

府省名 厚生労働省
会計 一般会計

項 生活保護等対策費 調査主体 本省

組織 厚生労働本省 目 生活扶助費等負担金 取りまとめ財務局 －
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②調査の視点
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③調査結果及びその分析 ④今後の改善点・検討の方向性

保護施設における居宅移行に
ついて

保護施設における居宅移行について 保護施設における居宅移行に
ついて

生活扶助は被保護者の居宅に
おいて行うことが原則とされ、
これによることができないとき
などの例外として、施設への入
所ができることとされている。
保護施設における居宅移行の

推進に向けて現状はどうなって
いるのか。

『保護施設の支援機能の実態
把握と課題分析に関する調査研
究事業 報告書（厚生労働省令和
元年度社会福祉推進事業）』
（以下「報告書」という。）に
よると、「福祉事務所との連携
上の課題として、近年では、生
活保護施設の存在を知らない
ケースワーカーが圧倒的に多
い」、「施設の支援方針や支援
内容の報告に対し福祉事務所か
らの要望はほとんどなく、入所
後は施設に任せるといった姿勢
がうかがえる」といった意見が
挙げられており、福祉事務所と
保護施設の間で、十分な意思疎
通が図られていないのではない
か。 「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和38年４月１日局長通知）において、

要保護者の生活状況等を把握し、援助方針に反映させることや、自立を助長するための指導
を行うことを目的として、救護施設入所者については、福祉事務所は１年に１回以上訪問す
ることとされているが、今回調査した救護施設においては、訪問調査の実施状況（25先の合
計）は【図１】のとおり、訪問がなかった入所者が全体の約15%との結果であった。
また、今回調査した施設からは、「入所時に付き添って来ただけで、以後、一切面会に来

ないケースもある」、「入所時にご本人の意向や今後のことについて、明確な話がないこと
が多い」といった意見が寄せられた。

【調査対象年度】
令和元年度

【調査対象先数】
救護施設：25先

保護施設の利用者の入所期間が
長期となっている中、生活保護の
原則である居宅保護に向けた施設
からの居宅移行を促進するため、

・「居宅生活移行総合支援事業」
や「居宅生活訓練事業」を適切に
活用するとともに、新たに創設さ
れた日常生活支援住居施設も活用
しながら、入所者の地域移行に向
けた取組をより一層推進すべき。

・保護施設への報酬体系のあり方
についても、地域移行を促す観点
からの見直しを検討すべき。

・訪問調査の機会などを通じて、
福祉事務所、利用者及び保護施設
の間で十分な意思疎通を図りなが
ら、居宅生活の可能性の判断等の
アセスメントや、他法他施策活用
の検討など、今後の援助方針につ
いて福祉事務所による関与を強化
すべき。
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【図１】令和元年度における福祉事務所による
訪問調査の実施状況

（単位：人）

保護施設では長期の入所者が多く見受けられる。【表１】入所者や地域の事情によりやむ
をえないと考えられる場合もある一方で、入所者１人当たり単価で事務費が保護施設に安定
的に支払われる報酬体系（※）が、保護施設にとって、入所者を自立させるインセンティブ
が働きにくい構造になっている可能性があるのではないか。なお、保護施設の収支差率は、
社会福祉法人の平均よりも高くなっている。【表２】

保護施設 社会福祉法人
（全国平均）

6.06％ 2.67％

【表２】収支差率
（サービス活動増減差額÷サービス活動収益計）

（参照）社会福祉法人の現況報告書等の集約結果（平成30年度版）
社会福祉法人の母数17,862法人、保護施設の母数216法人

【表１】入所期間（令和元年10月時点）

（※）例えば、大阪市（２級地）、定員30人以下施設の場合、救護施設の場合１人当たり月26.1万円。（令和２年４月１日現在）
（注）なお、地域移行に向けた訓練の報酬は設定されているが、地域移行の実現に対する報酬はない。


